
同時検査を行なう場合のお申込み方法

基準法の中間検査申請書を提出される際「保険と同時検査希望」とお申し出ください。

住宅保証機構（株）

（株）住宅あんしん保証 （株）ハウスジーメン

ハウスプラス住宅保証（株）

（株）日本住宅保証検査機構［ JIO］

保険申込書類を当センターへ持参または送付してください。

保険申込窓口欄に『（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター』と入力してください。

保険申込書類を当センターまたは各取次店へ提出してください。

書類で申請
の場合

Web申請
の場合

書類で申請
の場合

Web申請
の場合

書類で申請
の場合

Web申請
の場合

当センターもしくは取次店へ、持参または送付してください。
取次店へ申請する場合は、当センターで保険検査を希望する旨をお伝えください。

「現場検査依頼書」に必要事項をご記入の上、検査を担当する拠点まで FAX をお送りください。
「現場検査依頼書」は、センターホームページよりダウンロードいただけます。

取次店に『（一財）静岡県建築住宅まちづくりセンター』と入力してください。

保険申込書類を当センターへ持参または送付してください。

取次店名 取次店コード 検査エリア
静岡市全域
焼津市　藤枝市　島田市　牧之原市　御前崎市　吉田町　川根本町
浜松市全域　湖西市　愛知県全域
菊川市　掛川市　袋井市　磐田市　森町
沼津市　三島市　裾野市　御殿場市　駿東郡　田方郡及び伊豆半島全域
富士市　富士宮市

T000495中部事務所
T001183藤枝支所
T000496西部事務所
T000497袋井支所
T000498東部事務所
T000499富士支所

お問い合わせは
各事務所・支所の
保険窓口まで

お願いいたします。

当センターで取扱う保険法人の検査と現場検査を、
当センター検査員が基準法の中間検査と同時に行う
場合は、中間検査申請手数料から 1,000 円を割引き
させていただきます。
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瑕疵担保責任保険　受付窓口のご案内

確認申請と同じ窓口で
保険の申請が可能です

ご希望の検査エリア担当窓口に保険申請をお持ちいただくと
検査手配が早くできます。

中部事務所

藤枝支所

【検査エリア】静岡市全域
〒422-8067　静岡市駿河区南町 14番 1号　水の森ビル 4階
TEL：054-202-5572　　FAX：054-202-5281

【検査エリア】焼津市・藤枝市・島田市・牧之原市・御前崎市・吉田町・川根本町
〒426-0061　藤枝市田沼 3丁目 11 番 21 号
TEL：054-634-3255　　FAX：054-637-3544

西部事務所
【検査エリア】浜松市全域・湖西市・愛知県全域
〒430-0946　浜松市中区元城町 216 番地の 4　ノーススタービル浜松 3階
TEL：053-459-2070　　FAX：053-459-2077

袋井支所
【検査エリア】菊川市・掛川市・袋井市・磐田市・森町
〒437-0027　袋井市高尾町 5番地 22　袋井センタービル 1階
TEL：0538-45-1720　　FAX：0538-45-1715

東部事務所
【検査エリア】沼津市・三島市・裾野市・御殿場市・駿東郡・田方郡及び伊豆半島全域
〒410-0012　沼津市岡一色 816 番地の 1
TEL：055-928-7005　　FAX：055-928-7015

富士支所
【検査エリア】富士市・富士宮市
〒417-0057　富士市瓜島町 109 番地 3
TEL：0545-67-8000　　FAX：0545-67-8077

まもりすまい保険 JIO わが家の保険

住宅保証機構
株式会社

株式会社
日本住宅保証検査機構

住宅かし保険 ハウスプラスすまい保険

株式会社
ハウスジーメン

ハウスプラス住宅保証
株式会社

あんしん住宅瑕疵保険

株式会社
住宅あんしん保証

取扱い保険法人
と

保険商品


